
　　

　令和8年4月に自転車に関する道路交通法が一部改正されます。自転車の交通違反に「交

通反則通告制度」（通称：青切符）が導入され、これまで警告や指導にとどまっていた違反行

為に対し、罰則金が科せられるようになります。

　対象となる自転車の違反行為の一例ですが、
　　

▼携帯電話使用等（保持） ▼信号無視

▼通行区分違反（歩道通行、右側通行等） ▼無灯火

▼遮断踏切立入り ▼一時不停止

▼制御装置（ブレーキ）不良 ▼二人乗り、横並び運転

▼イヤホン使用　　※必要な音が聞こえない等の場合 ▼傘差し運転

　反則金は違反の程度によって異なりますが、3,000円～12,000円が科され、反則金を

納付することで刑事手続きが免除されます。なお、酒気帯び運転のような重大な違反や悪質な

ケースは「赤切符」が適用され、刑事手続き（罰金や懲役刑 拘禁刑など）へと進むことになります。

　この新しい制度の内容を理解し、ルールを守って安全運転を心がけましょう。
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　先月のしおりでもお知らせいたしましたが、千葉県シルバー人材センター連合会より、県内のシルバー

人材センターにおいて重篤、重症事故が発生し、事故防止対策の周知、注意喚起の依頼がありました。

　内容は、重篤事故：植木剪定作業における転落・落下による死亡事故、重傷事故：除草作業における刈払

機による右足膝下切断事故です。

　なお、他の業務におきましても、安全第一の心掛け、慌てず・急がず、作業に合った服装・保護具の着用

加齢による諸機能の低下の認識、作業場所の整理整頓、ヒヤリハットを無視しないなど事故に注意して

就業をお願いいたします。万が一事故が発生した場合は、早めにセンターにご連絡ください。
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安全・適正就業委員会

 【安全は 無理せず焦らず　油断せず】・【高齢者 自信過剰は 事故のもと】

　申 込 み 先

安 全 の し お り

▦ 講習会のお知らせ

▦ 道路交通法の一部改正について（令和８年４月１日 施行）

▦ 重篤、重症事故防止対策について "高齢者 自信過剰は 事故のもと”


